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コンプライアンスの意味
〇コンプライアンス：compliance

動詞comply「従う」の名詞形

〇類似概念

インテグリティ：INTEGRITY 規範 完全性

〇合成語

complete：完全、完成する

＋ supply：提供、供給する

⇒遵守することによる完全性の獲得
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コンプライアンスの今日的な意味

１．事業会社や金融機関などの組織が

２．法令、企業倫理などの企業社会における

様々な規範と調和しながら、

３．適正かつ健全な事業活動を行うために構築

する

４．組織としての「仕組み」や「システム」を総称
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コンプライアンスの登場：背景

背景

規制緩和
事前規制から事後

規制に

監督法の変更
公益通報制度・改
正独禁法・会社法

海外の動向 エンロンなど

日本

証券不祥事等
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背景１．損失補填事件
〇大手4社を中心に証券会社が大口の法人顧
客との間でその資産運用につき営業特金契約
を事実上締結し、その結果顧客の口座に損失
が生じた場合にその損失を会社の財産から補
填したこと、及び当該口座に一定の利益が生じ
なかった場合にその差額を補填したことが明る
みとなり、平成3年以後大きな波紋を呼んだ。

法改正や会社の経営破綻にもつながり、その
影響は大きい。損失補填はバブル景気の好景
気を前提とした行為であり、バブル崩壊から平
成不況への転換期に、その実態が明らかと
なった。
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日本証券業協会の調査
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背景２．大和銀行NY支店事件
〇1983年大和銀行ニューヨーク支店の本社採用嘱
託行員となった井口俊英（米国大学卒）は、変動金利
債の取引で5万ドルの損害を出す。井口は、発覚を恐
れ損失を取り戻そうと米国債の簿外取引を行うように
なる。

〇同支店のチェック体制は不備で井口自らが行って
おり、日本から派遣されてくる支店長は英語能力も劣
る『飾り物』という状態であったため、実質的に支店ナ
ンバー2として井口が支店業務を統括していた。
〇井口の不正は12年も発覚せず、1995年には大和
銀行の損失は、当初の2万倍以上に膨張し、最終的
に11億ドルにも膨れ上がった（当時対円ドル為替レー
トで約1100億円）。
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〇ビッグプレーヤーになってしまった井口の取引手法
は、ベテランのディーラーに読まれて、市場で捌ききれ
なくなり、完全に破綻してしまった。
〇1995年7月、井口は遂に不正による巨額損失を、大
和銀行上層部に突然手紙を送り告白。その知らせに
より、同銀行上層部は準備もせず、日本の大蔵省へ
報告した。
〇アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）への報告が、大
蔵省からの報告から6週間後と後手に回り、アメリカ当
局から『隠蔽』と判断される結果となった。
〇このプロセスによりFRBが、大和銀行に厳しい処分
を下すこととなった。1996年2月28日、大和銀行は司
法取引に応じ16の罪状を認め、当時の米刑法犯の罰
金としては、史上最高額といわれる3億4千万ドル（当
時為替レートで約350億円）の罰金を払い、大和銀行
はアメリカ合衆国から完全撤退という厳罰が下された。



類似の事件：ベアリングス銀行
〇ベアリングス銀行 (Barings Bank) は1762年に創業された
イギリスの名門投資銀行（「女王陛下の銀行」）

〇シンガポール支店のニック・リーソン(1967-)が行っていた
リーソンは行っていた日経225先物取引が、1995年に阪

神・淡路大震災が起きて日経株価指数が急落し、損失が
拡大

〇その損失を秘密口座に隠蔽すると同時に、先物オプショ
ンを買い支えるための更なる膨大なポジションを取ったた
め、最終的に損失はベアリングス銀行の自己資本（750億
円）を超過する約8.6億ポンド（約1,380億円）に到達。

〇ついに致命的打撃となり、銀行は破産（1995年）

オランダの金融グループINGが1ポンドで買収
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コンプライアンスの主体

団体・組織

営利企業

製造業

非製造業

サービス業

金融機関

非営利企
業

社団財団

公法人

国

公共団体
等

10



コンプライアンス体制の二面性

消極性

規制基準

ペナル
ティ

積極性

行動基準

報償
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コンプライアンスの範囲

法令

行動規
範

倫理等
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倫理
日経「企業行動憲章」
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コーポレートガバナンスとの関係
Cooperate Governance：企業統治

コーポレート

ガバナンス

実態面

生産効率性

財務収益性

法令面

コンプライアンス

リーガルベース
ハード・ロー

内部統制

プリンシパルベース

ソフト・ロー
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コンプライアンス体制のメリット

メリット

企業価値の
向上

消費者の
好感

労使関係の
良好

トラブルの
防止

不祥事の
予防

経営合理化
談合の排除
反社対応
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企業不祥事件の類型１．
１．独占禁止法・下請法違反

・カルテル、談合・不当廉売・下請けいじめ・不正会計

・不正受給

２．不正会計

・脱税・粉飾決算、株価操作・違法配当・資金不正利用

・裏金捻出・補助金などの不正受給・債務不履行

３．契約・対消費者への不正、不当行為

・製造物責任・リコール隠し・不当表示・耐震強度偽装

・保険金不払い・貸渋り、貸剥がし・個人的謝礼の受取り

４．著作権・特許権の侵害

・特許侵害・ソフトウエアの違法コピー・写真や文章の無断利用

５．反社会的行為

・贈収賄・反社会的勢力への利益供与・交際
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２．
６．雇用・労働問題
・サービス残業・過労死、メンタルヘルス不調・性別差別
・内部通報者への報復的人事、不当解雇・偽装請負
７．業務命令・社内手続きの遵守希薄
・違法業務命令 ・仕事場での安全軽視
８．ハラスメント
・パワーハラスメント・モラルハラスメント・ジェンダーハラスメント
９．情報マネジメントの誤用・不正
・個人情報漏洩、目的外使用・企業秘密の漏えい
・インサイダー取引不正取得・電子メール、SNS利用トラブル

10．モラル・私生活上の問題
・業務上横領、私的流用・飲酒運転・賭博行為・違法薬物使用
・暴力

11．環境への対応
・土壌汚染、水質汚染、大気汚染・廃棄物の不法投棄
・CO2排出量の不正申告
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関係法律

法律

業法等

会社法

金商法

独禁法

税法

外国法

労働法

利用者保
護法等

消費者
保護法

知財法

個人情報
管理法

環境規制 18



コンプライアンス違反の原因

原因

複合要因

社外要因 経済環境

社内要因
理念
使命感

組織要因

体制の不備

組織の欠如

ガバナンス

機能不全

なれ合い

任せきり

個別要因

不満等

利益相反
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コンプライアンス違反の影響

影響

信用の失墜

消費者・利用者
の不買

株価の低下

人材難

行政処分等

罰則金・追徴税

営業停止

罰金・追徴税

株主代表訴訟

損害賠償
経営責任

企業風土の
低迷

業績不振
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体制・組織作り

組織

経営の
中核化

担当役員の
ステイタス

担当部署の
設置

専門家

危機管理

社内対応

対外対応
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不祥事件が起こった場合の対応
対
応

原因究明 監督官庁等への連絡

第三者委員会の設置

再発防止策の迅速な
策定と実行

速やかな情報開示 含上場会社:取引所
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金商法上の対応１．
メインは、インサイダー取引

１．役職員のインサイダー取引

２．公開買付情報の漏洩と先回株式取得

３．役職員の（利益目的による）不適切な

自社株の売買とその報告の欠如

４．IOCO原則（誠実義務等）の遵守

５．有価証券報告書等の虚偽報告
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２．
コンプライアンスプログラム必須事項
１．金商法遵守の宣言（ガイドライン）

２．役職員のための金商法遵守手引き（マニュ

アル）の作成・配布

３．役職員に対する金商法遵守に係る教育と

研修の実施

４．金商法遵守状況のチェックとフードバック

PDCAの整備

５．金商法等に関する照会・苦情の対応

（FINMACの利活用）
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